
Ⅲ 各表の記載の仕方

別表一の二（一）「各連結事業年度の連結所得に係る申告書－普通法人（特
定の医療法人を除く。）の分」の申告書

１ この表の用途

この表は、普通法人である連結親法人が、連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場

合に使用します。

ただし、措置法第６８条の１００第１項�特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例�に係
る同法第６７条の２第１項�特定の医療法人の法人税率の特例�の規定により承認を受けた医療法人
である連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合には、別表一の二�三の
申告書を使用してください。

２ 各欄の記載要領

� 一般の場合

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結親法人名」及び

「代表者自署押印」

必ずフリガナを付け

てください。この場合、

正本には必ず代表者が

自署押印してください。

「同非区分」 別表二の「判定結果１８」で判定した区分を○で囲

んで表示します。

「旧納税地及び旧法人

名等」

当期中に連結親法人の納税地若しくは法人名に異

動があった場合又は合併法人が被合併法人（連結親

法人であった法人）の最後連結事業年度の申告をす

る場合には旧納税地又は旧法人名（被合併法人名）

を、本店又は主たる事務所の所在地と納税地とが異

なる場合には本店又は主たる事務所の所在地を記載

するなど参考となる事項を記載します。

「※税務署処理欄」 原則として記載する必要はありません。

ただし、「売上金額」欄については、個別帰属額

等の一覧表の「連結親法人及び連結子法人の個別帰

属額等の合計額」欄における「売上金額」欄の金額

を移記してください。

売上金額は、消費税

の事業者免税点の参考

となり、また税務署に

おける事務の効率化に

もつながることから、

記載をお願いしています。

別 表 等
送付要否

要 否
税務署から送付する用紙以外の用紙を使用してい

るため、翌連結事業年度以降、別表セット及び勘定

― ８ ―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

科目内訳明細書の送付が不要な場合は、「否」欄に

○をします。

現在、「送付不要」としている連結親法人が、翌

連結事業年度以降、別表セット等の送付が必要と

なった場合は、「要」欄に○をしてください。

税理士法第３０条
の書面提出有

税理士法第３３条
の２の書面提出有

税理士法第３０条�税務代理の権限の明示�又は第

３３条の２�計算事項、審査事項等を記載した書面の

添付�に規定する書面を申告書に添付する場合に

は、該当する欄に○をしてください。

「連結事業年度分の

申告書」

空欄には、連結確定申告書と連結中間申告書との

区分に応じてそれぞれ「連結確定」又は「連結中

間」と記載します。

なお、期限後申告書である場合には、「期限後連

結確定」と記載してください。

この申告が連結中間

申告書である場合には、

更に、

「�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

連結中 平成 年

間申告 月 日

の場合 平成 年

の計算 月 日

期間 」

にその計算期間を記載

してください。

「法人税額の特別控除

額３」

平成２０年４月１日前に開始し、かつ、同日以後に

終了する連結事業年度については、この欄の算式を

「平成２０年改正前の別表六の二（三）「２３」＋平成

２０年改正前の別表六の二（四）「１３」＋別表六の二

（七）「２５」＋別表六の二（八）「３６」＋平成２０年改

正前の別表六の二（七）「３６」＋別表六の二（十）

「２６」＋別表六の二（十一）「３７」＋別表六の二

（十二）「３６」＋別表六の二（十三）「７」＋別表六

の二（十四）「９」」と読み替えて計算した金額を記

載します。

「リース特別控除取戻

税額５」

法第４条の５第１項�連結納税の承認の取消し

等�の規定により法第４条の２�連結納税義務者�

の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年

度で、次に掲げる規定の適用により法人税額に加算

することとされる金額がある場合には、その金額に

ついてもこの欄に記載してください。

① 措置法第６８条の９第１１項�連結納税の承認を取

この場合、その金額

の計算に関する明細を

別紙に記載して添付し

てください。

― ９ ―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額�

② 措置法第６８条の１０第５項�連結納税の承認を取

り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設

備等に係る法人税額�

③ 措置法第６８条の１１第５項�連結納税の承認を取

り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法

人税額�

④ 措置法第６８条の１２第７項�連結納税の承認を取

り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税

額�

⑤ 措置法第６８条の１３第４項�連結納税の承認を取

り消された場合の沖縄の特定地域における工業用

機械等に係る法人税額�

⑥ 措置法第６８条の１４第５項�連結納税の承認を取

り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営

革新設備等に係る法人税額�

⑦ 措置法第６８条の１５第５項�連結納税の承認を取

り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人

税額�

⑧ 平成１８年改正法附則第１３２条�連結法人が情報

通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控

除に関する経過措置�の規定によりなおその効力

を有するものとされる平成１８年改正前の措置法第

６８条の１５第１２項�連結納税の承認を取り消された

場合の情報通信機器等に係る法人税額�

「法人税額計１０」 措置法第６８条の６７第１項に規定する使途秘匿金の

支出がある場合には、使途秘匿金の支出の額の４０％

相当額をこの欄の上段に外書として、記載します。

ただし、平成２０年４月１日から２０年改正法の公布

の日（平２０．４．３０）前にした使途秘匿金の支出の額

については、記載を要しません。

この場合、「控除税

額１２」及び「差引連結

所得に対する法人税額

１３」の欄の記載に当

たっては、この外書き

をした金額を「１０」に

含めて計算します。

―１０―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「仮装経理に基づく過

大申告の更正に伴う控

除法人税額１１」

当期が仮装経理に基づく過大申告の更正があった

日の属する連結親法人事業年度（法第１５条の２第１

項に規定する連結親法人事業年度をいいます。）開

始の日から５年以内に開始した連結事業年度であ

り、かつ、その更正の通知書に記載された繰越控除

される法人税額のうち前期以前の法人税額からまだ

控除されていない金額がある場合に、その金額を記

載します。

「差引連結所得に対す

る法人税額１３」

この金額が１００円未満となる場合又はマイナスと

なる場合は記載しないでください。

「連結中間申告分の法

人税額１４」

この申告が連結確定申告である場合に連結中間申

告により納付すべき中間納付額を記載します。

当該税額の納付の有

無にかかわらず記載し

ます。

「差引確�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

連結中間申

定法人 告の場合は

税額 その税額と

し、マイナ

�－� スの場合は、

�へ記入

１５」

この金額が１００円未満となる場合又はマイナスと

なる場合は記載しないでください。この場合のマイ

ナスの金額は「連結中間納付額１７」に記載します。

「この申告による還付

金額」の各欄

この申告が連結確定申告であり、かつ、所得税額

等の還付金額、連結中間納付額の還付金額又は連結

欠損金の繰戻しによる還付請求税額がある場合に、

それぞれの金額を記載します。

「連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額

１８」

この申告が修正申告でなく当初の申告である場合

には、還付請求書の「還付金額」をこの欄の外書に

移記します。

当期が平成１４年４月

１日から平成２２年３月

３１日までの間に終了す

る連結事業年度である

場合には、連結親法人

について解散等（適格

合併による解散及び合

併類似適格分割型分割

後の解散を除きま

す。）の特別な事実が

あるときを除き、法第

―１１―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

８１条の３１�連結欠損金

の繰戻しによる還付�

の規定の適用を受ける

ことができませんので

注意してください。

なお、平成２０年４月

１日から２０年改正法の

公布の日（平２０．４．３０）

前に終了した連結事業

年度については、上記

にかかわらず、法第８１

条の３１の規定の適用を

受けることができます。

「�の金額又は８００万

円×
１２
相当額のうち

少ない金額３０」から

「連結所得金額３２」ま

での各欄

当期末における資本金の額若しくは出資金の額が

１億円以下の連結親法人又は資本若しくは出資を有

しない連結親法人（相互会社を除きます。）の場合

に記載します。

当期末における資本

金の額又は出資金の額

が１億円を超える連結

親法人及び相互会社の

場合には、「その他の

法人の場合３３」に記載

し、この欄には記載し

ないでください。

「�の金額又は８００万

円×
１２
相当額のうち

少ない金額３０」

分子の空欄には、当期の月数（暦に従って計算

し、１月未満の端数は切り上げます。）を記載します。

なお、この算式により計算した金額に１，０００円未

満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた金

額を記載しますが、その端数が「１」の連結所得金

額の１，０００円未満の端数より多いときは、その端数

を切り上げた金額を記載します。

「還付を受けようとす

る金融機関等」

「計１９」の還付金額について、取引銀行などの預

貯金口座への振込みを希望される場合は、その取引

銀行等の名称、預貯金口座名及びその口座番号を記

載してください。ゆうちょ銀行の貯金口座への振込

みを希望される場合は「ゆうちょ銀行の貯金記号番

号」に貯金総合口座の記号番号のみを、ゆうちょ銀

行の各店舗又は郵便局窓口での受取りを希望される

場合は「郵便局名等」に支払を受けようとする郵便

局名等のみを記載してください。

連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額が

あるときは、別に還付

請求書の提出が必要で

す。

―１２―
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� 修正申告の場合

�によるほか、次により記載します。

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結事業年度分の

申告書」

空欄には、連結確定申告書と連結中間申告書との

区分に応じてそれぞれ「修正連結確定」又は「修正

連結中間」と記載します。

「連結中間申告分の法

人税額 14」

この申告前の連結確定申告等において連結中間納

付額の還付金額がある場合にも、その還付金額を控

除する前の連結中間申告分の法人税額を記載します。

「所得税額等の還付金

額 16」又は「連結中

間納付額 17」

既に還付を受けてい

るかどうかに関係なく

記載します。

「連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額

18」

既に還付を受けている場合には、この修正申告に

より確定した連結欠損金額を基礎として計算される

還付を受けるべき金額を本書に記載しますが、この

場合、既に還付を受けた金額のほか、その還付に際

し還付加算金の支払を受けているときは、この申告

による還付金額に対応する還付加算金の額を含めて

記載します。

（例）

既に還付を受けた金額

５００，０００円

同上の還付加算金

３０，０００円

修正申告による還付金額

３００，０００円

還付を受けるべき金

額に対応する還付加

算金

３０，０００円×
３００，０００円

５００，０００円

＝１８，０００円

この欄に記載する金額

３００，０００円＋１８，０００円

＝３１８，０００円

「法人税額 23」 この申告前の申告書の「15」の金額を記載します

が、この申告が更正又は決定後初めてのものである

場合には、更正決定通知書の「更正又は決定の金

額」の「差引連結所得に対する法人税額」の金額か

ら連結中間申告分の法人税額を控除した金額を記載

します。

「還付金額２４」 この申告前の申告書の「１６」及び「１７」の金額

に、既に還付された連結欠損金の繰戻しによる還付

金額を加算した金額を記載しますが、この申告が更

連結欠損金の繰戻し

による還付金額につき

還付加算金の支払を受

―１３―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

正又は決定後初めてのものである場合には、更正決

定通知書の更正又は決定後の還付所得税額等の金額

と還付金額との合計額を記載します。

けている場合には、そ

の還付加算金の額を含

めて記載します。

「この申告により納付

すべき法人税額又は減

少する還付請求税額

２５」

「１５」、「１９」及び「この申告が修正申告である場

合」の各欄のうち記載金額のある欄に応じて、次の

金額を記載します。この場合、その金額が１００円未

満となるときは記載しないでください。

� 「１５」と「２３」とがある場合には、「１５」の金額

から「２３」の金額を控除した金額

� 「１５」と「２４」の本書とがある場合には、「１５」

の金額と「２４」の本書の金額との合計額

� 「１９」の本書と「２４」の本書とがある場合に

は、「２４」の本書の金額から「１９」の本書の金額

を控除した金額

「連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額

１８」から「この申告に

より納付すべき法人税

額又は減少する還付請

求税額２５」までの外書

各欄の外書は、この申告が連結欠損金の繰戻しに

よる還付金額が過大であったことによる修正申告で

あり、かつ、その繰戻しによる還付が行われていな

い場合に限り、次により記載します。

� 「１８」及び「１９」には、この申告による減少後

の還付請求税額を外書きします。

� 「２４」には、この申告前の還付請求税額を外書

きします。

� 「２５」には、「２４」の外書の金額から「１９」の外

書の金額を控除した金額を外書きします。

〔留意事項 法人課税信託の名称の併記〕
法第２条第２９号の２�定義�に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署

長等に申告書等を提出する場合には、申告書等には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載して

ください。

なお、法人課税信託の名称の併記をする場合には、法人課税信託の名称を１番上段に、その法人課税信託の受託者の法人名を下

段に記載してください。

（注） 平成１９年度税制改正における新信託法の制定に伴う法の改正後の規定は、原則として、新信託法の施行の日（平成１９年９

月３０日）以後に効力が生ずる信託（遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含

みます。）について適用し、同日前に効力が生じた信託（遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを

含み、新法信託を除きます。）については、従前どおりとされています（平成１９年改正法附則３４①、平成１９年改正令附則８）。

（新法信託とは、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第１０９号）第３条第１項、第６条第１

項、第１１条第２項、第１５条第２項、第２６条第１項、第３０条第２項又は第５６条第２項�新法の適用等�の規定により同法第３
条第１項に規定する新法信託とされた信託をいいます。）

―１４―
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